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国土交通省九州運輸局 

令和３年９月３日 

 

九州旅客鉄道株式会社の鉄道事業の一部を廃止する届出及び 
本届出に係る公衆の利便の確保に関する意見の聴取について 

 

このたび、九州旅客鉄道株式会社から第一種鉄道事業の一部を廃止する届出があり、その

概要と意見の聴取を実施する旨を別添のとおり公示しましたのでお知らせします。 

この意見聴取は、鉄道の廃止の是非を聴取するものではなく、関係自治体及び申請のあっ

た利害関係人から、廃止を行った場合における公衆の利便の確保に関してご意見をお聞きす

るものです。 

なお、廃止の届出の対象区間である長崎線（肥前山口・諫早間 ６０．８ｋｍ）については、

佐賀県、長崎県、九州旅客鉄道株式会社等の合意により、令和４年秋頃予定の九州新幹線西

九州ルート（武雄温泉・長崎間）の開業時に上下分離方式を導入し、九州旅客鉄道株式会社

が当該開業時点から２３年間運行を維持することとされており、今回の廃止届は上下分離方

式の導入に向けた手続きの一環としてなされたものです。 

 

〔利害関係人とは〕 

  ○鉄道事業の廃止の後に公衆の利便の確保を図ることが想定される者 

（バス事業者、第三セクター鉄道など） 

  ○利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該廃止に関し、特に重大な利害関係を有すると認める者 

               （廃止予定路線沿線地域の経済団体、相当数の利用者が参画する利用者団体など） 

 

〔廃止の概要〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、上記廃止届出の区間については、九州旅客鉄道株式会社から第二種鉄道事業許可申請書、一般社団法人佐賀・ 

長崎鉄道管理センターから第三種鉄道事業許可申請書が提出されています。 

 

 

 
＜お問い合わせ先＞ 

九州運輸局 鉄道部 計画課 

   担当：牟田、谷口 

電 話０９２－４７２－４０５１ 

ＦＡＸ０９２－４７２－２３５３ 

 

１．届出事業者 

  九州旅客鉄道株式会社（代表取締役社長執行役員 青柳 俊彦） 

２．届出日 

  令和３年８月３１日 

３．届出事項 

  鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２８条の２第１項の規定による第一種鉄道事業の一部廃止 

４．廃止の届出のあった路線・区間 

  長崎線 肥前山口駅～諫早駅間 ６０．８ｋｍ 

５．廃止を予定する日 

  九州新幹線（武雄温泉・長崎間）開業日 ※令和 4 年秋頃を予定 



国土交通省
九州運輸局九州旅客鉄道株式会社長崎線（肥前山口駅～諫早駅）の概要

廃止届出区間
長崎線 60.8ｋｍ

（肥前山口駅～諫早駅間）

長崎線（肥前山口駅～諫早駅）
・営業キロ：60.8ｋｍ ・列車本数：８９本（下り44本、上り45本）
・駅数：16駅（有人４駅、無人１２駅） （内訳）特急：45本（下り22本、上り23本）

普通：44本（下り22本、上り22本）

● 肥前山口

○ 肥前白石

○ 肥前竜王

● 肥前鹿島

● 肥前浜

○ 肥前七浦

○ 肥前飯田

○ 多良

○ 肥前大浦

○ 小長井

○ 長里

○ 湯江

○ 小江

○ 肥前長田

○ 東諫早

● 諫早

佐賀県
江北町

佐賀県
鹿島市

佐賀県
太良町

長崎県
諫早市

佐賀県
白石町

●：有人駅 ○：無人駅



 

公   示 
 
九運公第５４号 

 

 鉄道事業法第２８条の２第２項及び鉄道事業法施行規則第４２条の２の規定により次の

とおり公示する。 

 なお、本件公示に係る事案に利害関係を有し、当局の行う意見聴取を受けようとする者は、

鉄道事業法施行規則第４２条の４の規定により、公示の日から１０日以内に、下記事項を記

載した意見聴取申請書を九州運輸局長あて提出されたい。 

 

記 

 
       １．意見聴取を申請する者の氏名又は名称及び住所 
       ２．届出の件名及びその番号 
       ３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
       ４．意見聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する書類 
 
          令和３年９月３日 
 
                     九州運輸局長 河原畑 徹 
 

 

意見聴取を行う廃止届出の件名 第一種鉄道事業の一部廃止届出 
同事案番号 令和３年８月３１日付け鉄計第１８８号 
廃止の届出を行った鉄道事業者名 九州旅客鉄道株式会社 
廃止の届出があった路線名及び区間 長崎線 肥前山口～諫早間 
廃止の予定日 九州新幹線（武雄温泉～長崎間）開業日 

※令和４年秋頃を予定 
廃止を必要とする理由 九州新幹線（武雄温泉～長崎間）開業に伴い、

長崎線 肥前山口～諫早間に上下分離方式を導

入するため 
意見聴取の申請方法 郵送による申請（消印が公示日から１０日以内

であること）又は、当運輸局への申請書の持参

によること。 
意見聴取の実施予定日 実施予定日の１０日前までに別途通知 
意見聴取を行う場所 実施予定日の１０日前までに別途通知 
（注）利害関係人とは、鉄道事業法施行規則第４２条の３に規定する者をいう。 


